
ひとり暮らし高齢者向けの携帯型緊急通報システム 
 

 ひとり暮らし高齢者が安全で安心な在宅生活を送るために、見守り機能を搭載した携帯型

の緊急通報システムを貸与しています。 

 

対象者 

  町内在住の 65 歳以上のひとり暮らしの方 

  

搭載されている機能 

  ①安否確認システム 

  【機器に触った形跡・歩数計カウントにより安否確認を行う】 

②緊急ブザー通知 

【ストラップを引き抜くとブザーが鳴り、緊急通知とともに現在位置情報を見守りセン

ターと緊急連絡先に通知する】 

  ③現在位置特定 

【緊急連絡先から見守りセンターに連絡すれば、利用者の現在位置を確認できる】 

  ④登録された電話番号から電話を受ける 

【あらかじめ登録した緊急連絡先から自動的に電話をつなげることができ、話ができる】 

⑤緊急対応【町内のみ】 

【安否が確認できなかったり、利用者がストラップを引き抜いた場合に、見守りセン

ターから利用者又は緊急連絡先に連絡し、状況に応じて駆けつけ対応等を行う。】 

 

利用料金 

  1 か月 ２５３円 

  ※利用料の納入は、1年度の利用料を一括納付。（年度内に途中解約された場合は、日割 

計算し、返金します。） 

  

事業委託者 

  株式会社 TOKAI 

 

申請方法 

  所定の申請書を福祉課に提出してください。 

  

問い合わせ先 

  福祉課高齢者福祉部門 ３３－２１０５ 

 


